
規 則

告 示

�愛媛県告示第１５１１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

宇和島市津島町増穂乙１２０２の２、乙１２０５の２、乙１２１２、乙１２２４

の４、乙１２２８、乙１２２９、乙１２４０の１、乙１２４１から乙１２４３まで、乙

１２４９の１、丁４８８の１、丁４８８の３、丁４８９の１、丁４８９の２、

丁４９０、丁４９１の１、丁４９１の２、丁４９７から丁４９９まで

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５１２号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

�愛媛県規則第３６号
愛媛県立歯科技術専門学校学則の一部を改正する規則を次のように定めるものとする。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立歯科技術専門学校学則の一部を改正する規則

愛媛県立歯科技術専門学校学則（昭和４６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入学試験等）

第１２条 入学試験は、学科試験 、面接試験及び書類審査

とする。ただし、出身高等学校又は出身中等教育学校の校長の推

薦がある者については、学科試験の一部を免除することがある。

２・３ 省略

（入学試験等）

第１２条 入学試験は、学科試験、実技試験、面接試験及び書類審査

とする。ただし、出身高等学校又は出身中等教育学校の校長の推

薦がある者については、学科試験の一部を免除することがある。

２・３ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、今治

地方局建設部及び上島町役場において告示の日から起算して３週間

公衆の縦覧に供する。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

越智郡上島町弓削下弓削２１０番

上島町

代表者 上島町長 上村俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番５

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

越智郡上島町岩城４６９５番６から同町岩城４６９９番２前面道路

の地先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線及び１６点と１

点を結ぶ平成１９年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．７１メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町字長江乙１３５０－１番地内の国土地理院

「長江」四等三角点）は、北緯３４度１６分２４．３１６９秒、東経１

３２度０９分０１．１９５０秒の地点

１点は、基点から真北２３度５４分３４秒５６２．３３メートルの地点

２点は、１点から真北７６度０１分４２秒１１．１９メートルの地点

３点は、２点から真北１６６度００分５３秒０．８２メートルの地点

４点は、３点から真北７６度０１分３６秒３４．０５メートルの地点

５点は、４点から真北１６５度２２分４５秒０．０５メートルの地点

６点は、５点から真北７６度０１分３２秒１６．２０メートルの地点

７点は、６点から真北１６５度５７分５０秒０．０１メートルの地点

８点は、７点から真北７６度０１分４７秒１２．８７メートルの地点

９点は、８点から真北１６６度０１分３１秒４９．５７メートルの地

点

１０点は、９点から真北７５度５７分５０秒０．０１メートルの地点

１１点は、１０点から真北１６６度０１分１６秒４８．６８メートルの地

点

１２点は、１１点から真北２５６度０１分３５秒２９．２８メートルの地

点

１３点は、１２点から真北１６６度３３分０５秒０．０５メートルの地点

１４点は、１３点から真北２５６度０１分３６秒４４．８５メートルの地

点

１５点は、１４点から真北１６６度０１分５３秒０．８２メートルの地点

１６点は、１５点から真北２５６度０１分３２秒１６．４４メートルの地

点

ウ 面積

９，３０１．４４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

越智郡上島町岩城４６９５番６から同町岩城４９６０番２前面道路

の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＪ点までを順次直線で結んだ線及びＪ点とＡ

点を結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町字長江乙１３５０－１番地内の国土地理院

「長江」四等三角点）は、北緯３４度１６分２４．３１６９秒、東経１

３３度０９分０１．１９５０秒の地点

Ａ点は、基点から真北２２度１５分１４秒５００．３９メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北７５度４１分２０秒４８．７６メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３４５度３８分５０秒４９．８９メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北７６度０１分３４秒１２６．３４メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１６６度０１分３５秒１６０．００メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２５６度００分１５秒１１６．７６メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３４０度５２分４０秒２．０３メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３１８度２１分５１秒４４．９６メートルの地

点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３０８度２７分１０秒３４．８５メートルの地

点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３１８度４７分５０秒１４．９４メートルの地

点

ウ 面積

２２，５１６．４９平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 出願年月日

平成１９年９月７日

�������
�愛媛県告示第１５１３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

越智郡上島町弓削下弓削２１０番地

代表者 上島町長 上村 俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番地の５

２ 埋立区域

� 位置

越智郡上島町弓削上弓削３６１番から同１９０９番までの地先公有

水面

� 区域

次の５点から１６点までを順次直線で結んだ線並びに１６点と５

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．８４メートル）

における陸と公有水面との境界線に囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削上弓削１９０４番１地先の護岸に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３４度１６分４１秒、東経１３３度１２分３７秒の地

点

５点は、基点から真北１８４度５５分５６秒１９７．３５メートルの地点

愛 媛 県 報平成１９年９月２１日 第１８９８号
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公 告

６点は、５点から真北３４８度３０分２１秒６．７６メートルの地点

７点は、６点から真北３０９度３２分２１秒１３．３９メートルの地点

８点は、７点から真北１６度１５分１６秒１２．８６メートルの地点

９点は、８点から真北１０６度００分０９秒４．５０メートルの地点

１０点は、９点から真北１６度０４分５１秒５．０２メートルの地点

１１点は、１０点から真北２８６度００分３６秒４．５０メートルの地点

１２点は、１１点から真北１６度０６分３０秒３０．９８メートルの地点

１３点は、１２点から真北１０６度３１分３０秒１．０１メートルの地点

１４点は、１３点から真北１６度１３分０１秒４．３０メートルの地点

１５点は、１４点から真北２８６度３１分３５秒１．００メートルの地点

１６点は、１５点から真北１６度０３分５８秒１１．５４メートルの地点

� 面積

４，４８４．６８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１６年３月２３日 愛媛県指令１５港第３３７号

４ しゅん功認可年月日

平成１９年９月２１日

�������
�愛媛県告示第１５１５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東温市横河原字前川１３４４番７

２ 申請人の住所氏名

伊予郡松前町大字浜７７５番地１

株式会社コーシンコンストラクション

代表取締役 福枡 浩司

３ 図面省略

�公 告

平成１８年度財団法人都道府県会館建物共済事業及び水力発電

用機械損害共済事業の経営状況の公表について

財団法人都道府県会館理事長麻生渡から通知のあった平成１８年度

財団法人都道府県会館災害共済事業及び水力発電用機械損害共済事

業の経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３

条の２第３項の規定により、次のとおり公表する。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 建物共済事業の経営状況

� 事業実績

加入都道府県（団体）数 ４７都道府県４団体

共済責任額 ３，９０５，９５５，１５０千円

共済基金分担金（返戻金控除後） ７６６，３６５千円

被災件数 １，０４８件

被災棟数 １，０４８棟

災害共済金 ３９１，４０５千円

損害率 ５１．２パーセント

� 収支計算

ア 収 入

共済基金分担金 ７６６，８８０，７１０円

雑収入 ３１７，１８７，３２８円

返還金収入 １１３，０００，０００円

繰入金収入 ３，１００，０００円

前期繰越収支差額 ５４１，５７９，８５５円

イ 支 出

事務費 ５８，７８５，７５０円

災害共済金 ３９１，３６１，２６１円

返戻金 ５１０，４８２円

災害見舞金 １，１３２，１１０円

助成金 ７５６，１８０円

防災費 １３０，０００円

諸支出金 ２１４，３７４，６７２円

固定資産取得支出 ０円

積立預金支出 ４５２，６７０，０００円

次期繰越収支差額 ６２２，０２７，４３８円

ウ 資産増加の部

資産増加額 ５３３，１１７，５８３円

エ 資産減少の部

資産減少額 １４８，２５０，８０９円

当期正味財産減少額 ３８４，８６６，７７４円

前期繰越正味財産額 ２１，６６２，５０２，１９０円

期末正味財産合計額 ２２，０４７，３６８，９６４円

�愛媛県告示第１５１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第２９号

平成１９年９月７日
伊予郡松前町大字北黒田字堅田４９２番１８及び４９５番

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社亀岡

１９松局建（開）第３０号

平成１９年９月７日
伊予市上三谷字川窪甲２６０２番１

伊予市下吾川６２８番地１

上 田 喬 之

上 田 明 美

愛 媛 県 報平成１９年９月２１日 第１８９８号
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２ 水力発電用機械損害共済事業の経営状況

� 事業実績

加入都道府県（市）数 ３０都道府県１市

共済責任額 ２７２，４１４，４１５千円

共済基金分担金 ３３５，６９２千円

加入発電所数 ３３２所

被災事故件数 １２件

被災事故発電所数 １２所

災害共済金 ２２７，４６４千円

損害率 ６７．７６パーセント

� 収支計算

ア 収 入

共済基金分担金 ３３５，６９２，４７７円

雑収入 ９８，２３９，６８７円

前期繰越収支差額 １２２，９８７，７１６円

イ 支 出

事務費 １２，９１１，４８８円

災害共済金 ２２７，４６４，７５９円

災害見舞金 ０円

調査費 ８７３，５５０円

次期繰越収支差額 ３１４，９１０，０８３円

ウ 資産増加の部

資産増加額 １９９，７９７，３６７円

エ 資産減少の部

資産減少額 １８，０６０，０００円

当期正味財産増加額 １８１，７３７，３６７円

前期繰越正味財産額 ６，４７８，４９２，７１６円

期末正味財産合計額 ６，６６０，２３０，０８３円
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年９月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

・ＩＣ免許証記載事項変更装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

ＩＣ免許証記載事項変更装置一式（ハードウェア一式、ソフ

トウェア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２０年１月１日から平成２４年１２月３１日まで

� 借入場所

四国中央警察署ほか

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成１８・１９

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有する

と認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３４

� 入札書の受領期限

平成１９年１０月３１日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１９年１０月３１日（水）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

愛 媛 県 報平成１９年９月２１日 第１８９８号
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選挙管理委員会告示

� Nature and quantity of the product to be leased：Apparatus

to change information of IC―chip Driver’s license，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，３１ October，２００７

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３４

�愛媛県選挙管理委員会告示第８７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成１９年９月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１０，２３２

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２０５

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，３７２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第８８号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成１９年９月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１７３ １４，７２５

南 宇 和 郡 ２２，６６７ ７，５５６

松山市・上浮穴郡 ４２５，８６９ １３７，６４５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５１，９８４ ５０，６６２

宇和島市・北宇和郡 ８９，２１８ ２９，７４０

八幡浜市・西宇和郡 ４４，８０５ １４，９３５

新 居 浜 市 １０３，２３５ ３４，４１２

西 条 市 ９４，０９３ ３１，３６５

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５７，８９４ １９，２９８

伊 予 市 ３２，９７５ １０，９９２

四 国 中 央 市 ７７，０２３ ２５，６７５

西 予 市 ３８，００５ １２，６６９

東 温 市 ２８，２９１ ９，４３１

施設の種類 施設の名称 所 在 地

有料老人ホーム ラ・ナシカもり
まつ 松山市森松町３０１－１

軽費老人ホーム ケアハウス姫原 松山市姫原１－１６５６

平成１９年９月２１日 発行
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